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表紙について 

１９７５年に国連は、女性の社会参加と地位向上を訴える日として、３月８日を「国際女性デー」に定めました。 

それから、毎年３月８日は、「国際女性デー」として、イタリアでは感謝の意味を込めて、ミモザの花を女性へ送る

習慣があることから、ミモザの花 は、「国際女性デー」の象徴となりました。 


